
避難情報の取得状況
Ｑ. 市が発令した避難情報を得ることができたか？

7.29水害(H23年調査)
（三条地区）

7.13水害(H16年調査)
（旧三条市域）

できた
21.9%

できなかった 78.1%

N=6,401

できた
93.3%

できなかった 6.7%

N=6,384

平成２３年７．２９水害全世帯アンケート調査結果

Ｑ. 避難情報の発令タイミングは妥当だったか？

遅かった
19.4%

遅すぎた
38.7%

N=3,816

10.6%

N=5,243

妥当であった

どちらとも
いえない
31.3%

妥当であった
51.0%どちらかというと

妥当であった
27.6%

5.2%

どちらかというと
遅かった

遅かった 1.9%

どちらとも
いえない

14.3%

7.29水害(H23年調査)
（三条地区）

7.13水害(H16年調査)
（旧三条市域）

避難情報の発令タイミングの評価

平成２３年７．２９水害全世帯アンケート調査結果
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要避難??

指定避難所

市○○市○○

避難勧告発令！
指定避難所へ避難してください！

要避難

避難勧告一本で
全住民の適切な対応行動は誘導できない！

提供 群馬大学片田研究室

まずは、災害から市民の命を守る
避難所はどうあるべきか？

緊急一時避難場所として、民間施設も活用する緊急一時避難場所として、民間施設も活用する

体育館
（指定避難場所）

小学校
（指定避難場所）

中学校
（指定避難場所） 民間建物

民間建物

戸建住宅

戸建住宅

民間建物

（イメージ）

公民館
（指定避難場所）

戸建住宅 戸建住宅
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